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許認可等の名称 保有個人情報の訂正請求に対する決定 

◎法令の定め 

個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。） 

法第 93 条 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、

訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

２ 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正

請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

 

（適用除外） 

法第 124 条 第 4 節の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若し

くは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報

（当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に

係るものに限る。）については、適用しない。 

2 保有個人情報（行政機関情報公開法第 5 条、独立行政法人等情報公開法第 5 条又は情報公開条例に

規定する不開示情報を専ら記録する行政文書等に記録されているものに限る。）のうち、まだ分類そ

の他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から

特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、第 4 節（第 4 款を除く。）の規定の

適用については、行政機関等に保有されていないものとみなす。 

◎審査基準の内容 

法第 92 条 行政機関の長等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認める

ときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の

訂正をしなければならない。 

個人情報の保護に関する法律等の解釈及び運用基準（抜粋） 

6-2-1 訂正請求（法第 90 条第 1 項及び第 2 項） 

第 90 条第 1 項 何人も、自己を本人とする保有個人情報（次に掲げるものに限る。第 98 条第 1 項にお

いて同じ。）の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情

報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正（追加又は削除を含む。以下この節に

おいて同じ。）を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定に

より特別の手続が定められているときは、この限りでない。 

第 1 号～第２号（略） 

 

「事実」とは、住所、氏名、年齢、生年月日、学歴等の客観的に正誤の判断が行えるものをいう。 

「事実でない」とは、保有個人情報を取り扱っている事務又は事業の目的、内容等及び当該保有個人

情報の性質、内容、当該事務又は事業における位置付け等からみて、事実とされるべき保有個人情報と

現実に記録されている保有個人情報とが合致していないことをいう。具体的な形態としては、単純な書

き間違い、書かれるべきでない情報の記載、不十分又は古いため読む者に誤解を生じさせる記載等が考

えられる。 

「訂正（追加又は削除を含む。）」とは、事実に合致していない個人情報の記録を修正し事実に合致さ

せることをいい、一部の記録の加筆又は削除により記録内容をより正確にすることを含む。 
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6-2-2-1 訂正請求書の内容の確認（法第 90 条第 3 項及び第 91 条第 1 項） 

法第 90 条第 3 項 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から 90 日以内にしなければならない。 

(1) 法の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報又は法の規定による開示決定に係る保

有個人情報であって他の法令の規定により開示を受けたものの訂正請求であるかどうか。 

訂正請求者が訂正を求める保有個人情報について、①法の規定による開示決定に基づき開示を受け

た保有個人情報、②法の規定による開示決定に係る保有個人情報であって他の法令（※）の規定によ

り開示を受けたもの、のいずれかに該当するものであるか否かについて、訂正請求書に記載されてい

る「訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日」（法第 91 条第 1 項第 2 号）等を基に確認する。

訂正請求者が開示を受けた日を失念しているために当該記載がない場合には、訂正請求書の「保有個

人情報を特定するに足りる事項」の記載等に基づき、開示を受けた保有個人情報かどうかを確認する。 

（※）条例を含む。ただし、当該条例の規定による開示が、理由なく保有個人情報の利用目的以外

の目的にために提供するものであってはならない（法第 69 条。4-5-1（目的外利用及び提供の

禁止の原則）及び 4-5-2（例外的に目的外利用・提供が認められる場合）を参照のこと。） 

法の規定による開示決定に基づく開示を受けずに、何らかの方法により入手した情報について直

接、訂正請求が行われることも考えられるが、この場合には、まず、法の規定による開示決定を受け

る必要があること及び法の規定による開示請求手続等について教示するなど適切な情報提供を行う。 

なお、開示請求手続を経ることなく行われた訂正請求については、法第 93 条第 2 項の規定に基づ

き訂正しない旨の決定を行う。 

(2) 保有個人情報の開示を受けた日から 90 日以内の訂正請求であるかどうか。 

訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から 90 日以内に行うことを要する（法第 90 条第 3

項）。このため、訂正請求書に記載されている「保有個人情報の開示を受けた日」を基に保有個人情報

の開示を受けた日を確認する。訂正請求者が開示を受けた日を失念しているために当該記載がない場

合には、訂正請求書の「保有個人情報を特定するに足りる事項」の記載等に基づき、行政機関等にお

いて当該開示の実施日を確認し、90 日以内かどうかについて確認する。 

期間の計算は、開示決定等の場合と同様に、「保有個人情報の開示を受けた日」の翌日から起算して

90 日以内に、訂正請求書を投函等すれば足りる。「開示を受けた日」とは、個人情報窓口における開

示の場合には当該実施日、郵送による場合には開示請求者に写しが郵送された日を指す。 

請求期間を徒過している場合には、訂正請求をしようとする者に対して、再度開示請求を行う必要

がある旨を教示する。再度の開示請求手続を経ることなく行われた訂正請求については、法第 93 条

第 2 項の規定に基づき訂正しない旨の決定を行う。 

(3) 保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定に基づく特別の手続がないかどうか。 

訂正請求者が求める保有個人情報の訂正に関して、他の法令の規定に基づく特別の手続がある場合

には、当該手続による（法第 90 条第 1 項ただし書）。この場合には、訂正請求者に対して他の法令の

規定に基づく訂正手続について教示するなど情報提供を行う。 

(4) （略） 

(5) 訂正請求を求める保有個人情報の特定が十分であるかどうか。 

訂正請求の対象は、法の規定による開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報であることから、

訂正請求書に「保有個人情報の開示を受けた日」が記載されている場合には、この記載を基に、行政

機関等が管理する開示請求手続の関係書類等と照合することにより訂正請求に係る保有個人情報を

特定することが可能である。 

訂正請求者が開示を受けた日を失念している場合には、訂正請求を受けた行政機関等において訂正

請求者が訂正を求める特定の保有個人情報を識別することができる程度に、開示請求や開示決定等の

おおよその時期、開示を受けた保有個人情報の内容等が訂正請求書に記載されている必要がある。 

これらの記載がない場合、行政機関等は請求者に対して補正を求める。 

行政機関等において、訂正請求者が訂正を求める保有個人情報を特定することができる場合であっ
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ても、それが法の規定による開示決定を受けたものでない場合には、訂正請求の対象とならない。 

(6) 訂正請求の趣旨及び理由が明確であるかどうか。 

訂正請求の趣旨の記載については、「○○を△△に訂正せよ。」、「○○を削除せよ。」などのように、

開示を受けた保有個人情報のうち、どの部分について、どのような内容の訂正（追加又は削除を含む。）

を求めるのかが明確となっているか確認する。単に、「○○を訂正せよ。」という記載では、訂正の具

体的な内容が明確でないことから、補正を求める。 

訂正請求の理由の記載については、当該訂正請求を受けた行政機関等が事実確認のための調査等を

行う際に重要な判断材料となり得ると考えられることから、明確かつ具体的であることが必要であ

る。 

これらの記載が不十分な場合、行政機関等は請求者に対して補正を求める。 

なお、訂正請求は、保有個人情報の「内容が事実でないと思料する」場合に行われるものであるこ

とから、事実ではなく評価や判断の内容については、訂正請求の対象外である。 

 

6-2-3 訂正・不訂正の審査（法第 92 条） 

法第 92 条 行政機関の長等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認める

ときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の

訂正をしなければならない。 

(1) 訂正請求に理由があると認められない場合 

① 行政機関等による調査の結果、保有個人情報の内容が事実であることが判明し、訂正請求に理由

があると認められない場合には、不訂正の決定を行う。 

② 行政機関等による調査の結果、請求時に行政文書等に記録されていた保有個人情報の内容が事実

と異なっていたが、訂正請求の内容も事実と異なることが判明した場合には、不訂正の決定を行い、

必要に応じて職権で訂正を行う。この場合には、一般的には、訂正請求者に対して示す不訂正理由

の中で、実際の事実関係について記載するとともに、職権で訂正する旨も併せて記載することが望

ましい（6-2-4-2(2)（理由の記載方法）を参照のこと。）。 

③ 行政機関等による調査の結果、保有個人情報の内容が事実であるか否か判明せず、訂正請求に理

由があるかどうか明らかでない場合には、訂正決定を行うことができず、不訂正の決定を行う。た

だし、行政機関等において、当該保有個人情報を行政処分その他行政行為のための基礎資料として

利用することがあり得るような場合には、当該保有個人情報の利用に当たり、その事実関係が明ら

かでない旨が分かるように、その旨をメモとして残すなど記録しておくことが適当である。 

(2) 訂正請求に理由があると認められる場合 

行政機関等による調査の結果、保有個人情報の内容が事実でないことが判明し、訂正請求に理由が

あると認められる場合（訂正請求に係る請求内容の一部について理由があると認められる場合を含

む。）には、当該保有個人情報の利用目的に照らして、訂正する又は訂正しないのいずれか判断し、決

定を個別に行う。 

「保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内」とは、保有個人情報を取り扱う事務の利用目的

に応じて、その達成に必要な範囲内で訂正をする必要があることをいい、例えば、過去の特定時点に

おける事実を記録しておく必要がある場合には、現在の事実に合致するように訂正する必要はないこ

とになる。また、請求者がより詳細に記載することを請求した場合であっても、利用目的との関係に

おいて請求の趣旨に沿うまでの内容を記録する必要がない場合には、訂正しないことができる。 

 


